
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
四
百
四
号

都
市
の
美
観
風
致
を
維
持
す
る
た
め
の
樹
木
の
保

存
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
都
市
の
美
観
風
致
を
維
持
す
る
た
め
の
樹
木

の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十

二
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を

制
定
す
る
。

都
市
の
美
観
風
致
を
維
持
す
る
た
め
の
樹
木
の
保
存

に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
樹
木
に
つ
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
健

全
で
、
か
つ
、
樹
容
が
美
観
上
特
に
す
ぐ
れ
て
い
る
こ

と
。イ

　
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
に
お
け
る
幹
の
周
囲

が
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
高
さ
が
十
五
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
株
立
ち
し
た
樹
木
で
、
高
さ
が
三
メ
ー
ト
ル
以

上
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　

は
ん攀

登
性
樹
木
で
、
枝
葉
の
面
積
が
三
十
平
方
メ

ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
　
樹
木
の
集
団
に
つ
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

し
、
そ
の
集
団
に
属
す
る
樹
木
が
健
全
で
、
か
つ
、
そ

の
集
団
の
樹
容
が
美
観
上
特
に
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
。

イ
　
そ
の
集
団
の
存
す
る
土
地
の
面
積
が
五
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
い
け
が
き
を
な
す
樹
木
の
集
団
で
、
そ
の
い
け

が
き
の
長
さ
が
三
十
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ

と
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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